
 

「ふくしまの酒・味噌醤油まつり事業」業務委託に関する業務仕様書 

 

１ 事業名 

ふくしまの酒・味噌醤油まつり事業 

 

２ 事業目的 

国内外で高く評価される県産日本酒（以下、「ふくしまの酒」という。）、多数の賞を受

賞した醤油や味噌、ふくしまが誇る特産品などの魅力、おいしさを発信し、知名度向上、

販路拡大及び観光誘客を図るため、令和８年４月１日から始まるふくしまＤＣに合わせ

て県内にて「ふくしまの酒・味噌醤油まつり」を開催する。 

 

３ 開催概要 

（１）場所 ビッグパレットふくしま 多目的展示ホール・屋外展示場 

（２）日付 令和８年６月６日（土）、７日（日） 

 

４ 委託業務内容 

ふくしまの酒及び味噌醤油等の魅力を発信し、ブランドイメージの確立を図るため、

以下の内容でイベントを開催すること。 

（１）ふくしまの酒・味噌醤油まつりの開催について 

   ・ふくしまの酒、味噌、醤油などの魅力を発信するため集客力のある県主催イベン

トを開催すること。開催に当たっては、令和７年度に作成した実施計画書（以下、

「実施計画書」という。）を基に各種ステージイベント、関係者調整、法手続き、

会場設営、会場運営、警備、誘導案内、駐車場確保、問合せ対応等イベント開催に

あたり必要な一切の業務を行うこと。（実施計画書の内容及び数量は今後の進捗に

より一部変更となる場合があります。） 

   ・業務の円滑な進行のため実施項目に応じたスケジュール表を作成すること。 

・ふくしまＤＣ期間中に開催するメリットを活かして県外から誘客を図るとともに、

来場者満足度及び事業効果をさらに高めることができる企画を実施すること。 

（２）来場者対応について 

   ・入場については、プレミアム付きチケット、前売り券、当日券の３種類のチケッ 

ト制とすること。 

   ・総来場者数は 17,000人(前回開催２日間 15,000人)を目標とすること。 

・来場者が快適に来場できる十分な駐車場の確保やシャトルバス等による移動方 

法を確保すること。 

・実施計画書を基に実施に必要な実施運営マニュアル（シナリオ等詳細内容を含

む）を更新すること。運営マニュアルには、緊急時対応（地震、火災発生時、体調

不良者発生時）の対応を含めること。 

 



 

（３）会場レイアウトについて 

   ・実施計画書を基に食事提供（キッチンカーを含む）するブース出店数及び飲食が

できる休憩スペース等を考慮したレイアウトとし、酒類が飲めない人も楽しめる

企画とすること。必要に応じて、県と協議の上レイアウトの調整を行うこと。 

   ・会場内及び会場周辺には、適宜サインを設置し、来場者へわかりやすい案内する

こと。 

   ・出店者は公募等により決定しているため、各出店者とブース内レイアウトや使用

備品等の調整を行うこと。 

（４）広報について 

   ・ＴＶＣＭ等の活用やポスター、チラシを作成し県内外で広報活動に努めること。 

   ・ふくしまの酒ＷＥＢサイト、インスタグラムと連動した広報を行うこと。 

（５）開催の振り返りについて 

   ・開催後は、来場者数、売上等開催実績を速やかに県に報告すること。 

   ・イベント準備から実施までの反省点及び改善点を整理して提出すること。 

   ・次回開催に向けて反省点及び改善点を踏まえ、企画内容等を県と協議の上実施計

画書を更新すること。必要に応じて、開催告知、関係者調整及び各種手配を行う

こと。 

 

 提案のポイント 

・ふくしまＤＣ期間中に開催するメリットを活かして県外から誘客を図るとともに、来場

者満足度及び事業効果をさらに高めることができる企画について提案すること。 

・ＴＶＣＭ、ポスター、チラシ等の活用による県内外での効果的な広報活動について提案

すること。 

 

 

５ 成果品 

（１）実績報告書（正副本 １部ずつ） 

（２）その他、実績を報告するのに必要なデータ（動画など） 

 

６ 提出書類 

委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。 

（１）契約締結後に速やかに提出するもの 

・着手届 

・統括責任者通知書 

・実施工程表 

・業務実施体制図 

・その他、県が業務の確認に必要と認める書類 

 

 



 

（２）業務完了後に速やかに提出するもの 

・完了届 

・その他、県が業務の確認に必要と認める書類 

 

７ 統括責任者 

本業務に当たって十分な経験を有する者を統括責任者として定めなければならない。 

 

８ 事業実施にあたっての打合せ 

本業務の期間において、県との間で随時打合せを行うものとする。 

 

９ その他 

本業務内容に定めのない事項及び本業務内容に定める内容について疑義が生じたとき

は、両者が協議のうえ、定めることとする。但し、明示のない事項にあっても、社会通

念上当然必要と思われるものについても本業務に含まれるものとする。 


